
日本商学研究学会 投稿規則 

当規則は、平成 19年 4月 1日から施行 

改正 平成 22年 7月 7日  

改正 平成 23年 6月 11日 

１．投稿者 

①投稿者は、原則として日本商学研究学会の会員とする。 

②投稿する会員は、当該年次の学会費を納入済みであることが必要である。 

③投稿する会員は、全国大会での報告を義務とする。ただし、全国大会での報告は、投稿の前後を問わない。 

２．投稿論文 

①投稿論文は、日本商学研究学会の設立目的に則したテーマであり、日本語もしくは英語で書かれた未公刊の論文とす

る。 

３．投稿論文の種類 

①投稿論文の種類は、研究論文と寄稿（研究ノート・事例研究・報告・調査・資料・書評など）に分類される。 

②研究論文は、 原著論文(以下、査読付き論文)と自由論文（以下、論文）に分類される。 

４．投稿論文の書式 

①投稿論文の原稿は、ワープロ（原則として Word）横書きで作成する。 

②「本文」、「注」、「図」、「表」、「謝辞」、「参考文献」、「引用文献」を含めて、日本語論文の場合は 24,000 字以内（A4

で 40×35、約 17ページ）、英語論文の場合には相当分量とする。 

③「本文」、「注」、「図」、「表」、「謝辞」、「参考文献」、「引用文献」等は、別途定める規定に従って記載する。 

④研究論文(原著論文、自由論文)の場合、英文要旨（Abstract）を 200語以内でつける。 

５．学会誌への掲載 

①学会誌への掲載は、その時期、順序などは学術委員会が決定する。 

②研究論文は、査読結果および学術委員会の判断に基づいて、学術委員会が掲載の可否、その種類（原著論文、自由論

文、寄稿等）を決定する。 

③寄稿の分類は、投稿者の申請に基づいて学術委員会が決定する。 

６．著作権 

①掲載された論文等の著作権は、著者と日本商学研究学会に帰属する。 

②学会誌に掲載された論文等を執筆者が他の出版物に転用する場合には、あらかじめ学会の了承を得ることが必要であ

る。 

７．研究論文 

①研究論文とは、独創的もしくは創造的な内容で、かつ「問題、目的、方法、結果、考察、結論、脚注、引用」などに

ついて、科学論文の要件を満たすものである。 

②研究論文は、原則として査読委員による査読後、学会誌への掲載の可否が決定される。 

③研究論文は、投稿者の希望により自由論文として掲載を希望することが可能である。 

 その際には、論文審査小委員会の書式、内容などについての審査を実施する。 

８．論文審査小委員会 

①論文審査小委員会は、総務委員会との共同により査読委員を選出・決定し、査読に関する一連の職務を遂行する。 

②論文審査小委員会は、学会事務局に対して選出した査読委員を報告する。 

９．査読委員 

①査読委員は、論文審査小委員会および学会事務局への報告を除いて、原則匿名とする。 

②査読委員に対し、投稿者の所属など投稿者が推定される事項について、原則匿名とする。 



１０．原著論文（自由論文も準ずる）の投稿から掲載までのプロセス 

（１）投稿者は、定められた期日までに学会事務局に原稿データを提出する。 

（２）学会事務局は、速やかに投稿者に対し論文受理の連絡をする。 

（３）学会事務局は、速やかに論文審査小委員会に対し当該論文を送付する。 

その際、投稿者の氏名および所属などの匿名性を確保する。 

（４）論文審査小委員会は、総務委員会と共同で、当該論文の分野・領域を考慮して査読委員を選出し査読を依頼する。 

（５）査読委員は、査読修了後、速やかに論文審査小委員会に査読結果を報告する。 

 ①原著論文として掲載可 

 ②一部修正後、原著論文として掲載可 

 ③一部修正後、自由論文として掲載可 

  ④寄稿（研究ノートなど）として掲載可 

  ⑤掲載不可 

（６）論文審査小委員会は、査読委員の判断を尊重して、査読結果を速やかに学会事務局に報告する。 

（７）学会事務局は、速やかに投稿者に対し査読結果を連絡する。 

（８）投稿者は、学会事務局からの連絡を受理した後、１ヶ月以内に「４．投稿論文の書式」に準じて加筆・修正し、電

子メールなどを通じて原稿データを提出する。 

（９）一連の査読プロセスについて、学会事務局が投稿論文を受理した後、投稿者に対する学会誌への掲載可否の連絡ま

で、２ヶ月以内に完了するように努力する。 

（10）投稿者は、学会誌への掲載可否結果について、掲載可否の連絡を受理した後 14 日以内を限度として、学会事務局

に対して文書による質問をすることができる。 

１１．特記事項 

①学会事務局および学術委員会は、論文審査小委員会において相当の期限を過ぎても査読結果を報告されない投稿論文

がある場合、また論文審査小委員会として査読結果を保留したなどの事項については、論文審査小員会の判断によら

ずに、学会誌への掲載の可否を決定することができる。 

②学術委員会は、倫理的・社会的配慮等に基づいて、投稿論文の書式、表記方法、表現方法等について、いつでも投稿

者に修正、変更を求めることができる。 

③投稿論文は、原則として随時受けつける。 

④投稿論文の原稿、ＦＤなどは、原則として返却をしない。 

⑤学会誌の発行については、年１回以上とする。 


